
SBTi企業ネットゼロ基準2.0 ドラフト第二版
日本における意味合い・コンサルテーション参加のために

公益財団法人 自然エネルギー財団
シニアマネージャー 高瀬香絵

本資料はSBTiによる資料を自然エネルギー財団にて解釈したものです。本資料とSBTi公式資料において差異がある場合、SBTi公式資料が正式な
内容です。重要な決定等の際には必ず正式な内容をご確認ください。



ドラフト第2版の特徴:1

企業からの声を受け、よりActionable（実行可能）に改定

◼スコープ1

⚫特に大規模投資が必要となるようなセクターについて、「資産脱炭素化計画」法を作る

◼スコープ2

⚫ロケーション基準での目標設定は不要に

⚫再エネ調達が難しい市場の分の除外を認める案

⚫バイオマスやCCSも低炭素電力に含まれる案

◼スコープ3

⚫カテゴリとして5%を超えるもののみ目標の対象に

⚫サプライヤーにSBTを設定してもらう目標は、全てに必須ではなく、選択肢の１つに
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ドラフト第2版の特徴:2

SBTのサイクルに乗っていることの価値・信頼性を向上

◼ネットゼロは“北極星”

◼5年毎のサイクルにて、反省して見直すことを繰り返す

◼5年毎に“評価”

◼移行計画の策定・開示

◼EACSの十全性（インテグリティ）原則の一次案を策定

“ビジネスケース”を作り出す仕組みを強化

◼スコープ3整合目標の達成をより柔軟に→一次データを活用しなくとも達成
可能なスコープ3目標

⚫ Supply shedなど広い範囲でのトレーサビリティを容認

⚫実物と切り離された証書の活用も認める（ただし明確に分けて開示）

◼継続的排出(Ongoing emissions)への対処によって、称号を得ることができる
（任意） 2



よりActionable(実行可能)なスコープ1目標設定

3

◼3つの選択肢

スコープ1

排出量目標

整合目標

資産脱炭素
化計画

線形収縮法

セクター別脱炭素
化法(SDA)



よりActionable(実行可能)なスコープ1目標設定
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(a)線形収縮
(補正なし）

短期目標

短期目標年基準年 ネットゼロ年 短期目標年基準年 ネットゼロ年 短期目標年基準年 ネットゼロ年

未達となると、次の5年の
目標が厳しくなる。

これまで原単位ベースで
削減が進んでいる企業は
削減幅は小さくなる。

(b)セクター別脱炭素化アプローチ
(市場シェアに基づく補正）

短期目標

炭素予算を守りながらも、
投資計画に基づいてネットゼロ
を目指す

(c)資産脱炭素化計画
(非線形の補正）

短期目標

経路から計
算した累積
排出予算

予算のオーバーシュート

予算のアンダーシュート

大幅な投資が必要なセクター（鉄など）でも実践可能に



よりActionable(実行可能)なスコープ1目標設定
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◼整合目標

◼スコープ1のうちの空調、温水、中温プロセス熱、自家用輸送について、低炭
素活動と整合している比率を高めていく。

低炭素空調・給湯



スコープ2

◼必須：低炭素電力調達目標 （ロケーション基準・マーケット基準は任意）

◼低炭素電力：0.024kgCO2/kWh (直接GHG排出量)以下を2040年に100%となるよ
うに （現在の日本：0.43）

⚫ CCS：ガス火力からのCO2の95%を吸収した相当

⚫バイオマス：土地関連排出/除去データ、森林減少ゼロ、持続可能性認証の証明が必要
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スコープ2ガイダンス： パブリックコンサルテーションに向けた主要な改定ポイント

ロケーション基準法 マーケット基準法 実施可能性を高めるための措置

改定案におけるスコープ2の報告の枠組みは変わらない
（ロケーション基準とマーケット基準の二重報告）

ロケーション基準排出係数優先順位
の改定

利用可能な最も精緻なロケーション
基準排出係数を使わなくてはならない
（ただし、活動データが利用可能な場
合）

利用可能の定義：公開、無料、信
頼できる出典

1時間ごとのマッチング：すべての
証書は1時間単位でマッチングする
必要

供給可能性：すべての証書は供給
可能とみなされた発電所からの供
給である必要

標準供給サービス(SSS)：報告企業
はSSSの平均以上を主張できない

残余ミックス定義の更新：残余
ミックスがない場合、化石燃料の
みの原単位を使う

負荷プロファイルを用いて年次/
月次データを1時間データに変換

除外の閾値以下の企業には必須で
はない

レガシー条項(経過措置) や他の移

行のための方策が既存の投資に対
しては検討中

段階的に導入する仕組みが、新し
いルールへのスムーズな移行のた
めに検討されています

パブリックコンサルテーションには、結果的手法(consequential methods)を用いて電力セクターの行動による回避排出(avoided emissions)を推計するという
ことに関する質問が含まれます。これは、回避排出量などの定量化と報告について標準的で部門横断的な要件を進めているActions & Market Instruments TWGでの
検討を支援するためのものとなります。

GHGプロトコルスコープ2改定案概要
出典：GHGプロトコル資料を自然エネルギー財団にて仮訳



スコープ2改定：日本として何を意味するか？

出典：高瀬香絵、GHGプロトコルスコープ2 改定案の方向性（公開情報をもとに） (2025年10月)

https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20251001.php
https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20251001.php
https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20251001.php
https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20251001.php


GHGプロトコルスコープ2改定案に対するSBTi案の対応
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低炭素電力調達なので、マーケット基準がベースとなります。

案

2030年以降カテゴリA企業が順次導入

CNZS2.0スタートと同時に導入
（24/7 CFE基準ベース、10エリア?）

(証書については)
10年以内の設備からの調達のみ

論点2, 3については、GHGプロトコルよりも早期の導入という案



GHGプロトコルとSBTi CNZS 2.0のタイムライン
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GHGP

SBTi

2027年内
最終版確定

2026年内
最終版確定

（利用可能に）
2028年1/1-
V2利用必須

利用開始は各プログラムによる

2026年中旬
大枠確定
(フェーズ1)



目標の対象となるスコープ3

◼スコープ3全体の5%を超えるカテゴリについて目標を設定。

◼優先コモディティについては原単位など詳細を設定

⚫産業：セメント生産、アンモニア生産、メタノール生産、HVD生産（エチレン、プロピレ
ン、ベンゼン、トルエン、xylene）、アルミ生産、鉄生産

⚫輸送：陸上、鉄道、航空、船舶

⚫森林・土地・農業：畜産物・米・小麦・大豆・木材・ゴム・コーヒーココア・酪農など

⚫販売した製品（輸送機器以外）：燃焼用途の化石燃料、化石燃料採掘・加工・配送・マー
ケティング・販売・拡大サービス、化石燃料を使用する製品の販売(ビルなどの資本材
等） 、電力を使用する製品の販売(ビルなどの資本材等）、利用時にGHG排出を行うGHG
含有・構成する製品(HFCs, PFCs、肥料のNOX)

◼ただし、以下は除外可能
⚫極小企業(従業員10人以下かつ年間turnoverが200万ユーロ以下）

⚫リユース品の購入

⚫スコープ1,2で対応済みの購入燃料・電力の上流排出

⚫影響力の行使ができない輸送

⚫通勤 等々. (p.30) 11



各カテゴリにおいて利用可能な手法が異なる

◼優先コモディティは専用の経路や原単位を設定

◼それ以外はエンゲージメント、電力整合、効率、サーキュラー目標などなど
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取引先整合
Counterparty alignment

量的整合
Volume alignment

高次の目標設定方法 High level target methods

排出原単位
Emissions intensity 

全体目標の宣言（例：2033年までにスコープ3排出量の[x]％を削減）
Overarching ambition statement e.g., “We commit to address [x]% of our scope 3 emissions by 2033”

購入製品・サービス資本財
ｶﾃｺﾞﾘｰ1,2

Purchased Good and Services & 
Capital Goods Cat. 1 & 2

優先コモディティ
Priority commodities

交通
ｶﾃｺﾞﾘ-4,6,9
Transport
Cat. 4, 6, 9

量的整合
Volume alignment

ゼロ排気ガス車
Zero tailpipe 

emissions vehicles

廃棄物および上流のリー
ス資産カテゴリ5、8

Waste & Upstream 
Leased Assets Cat. 5, 8

循環性目標
Circularity targets

原単位
Intensity

カスケード型サプラ
イヤー整合

Supplier alignment 
with cascade

サプライヤー整合
Supplier alignment

サプライヤーエネ
ルギー整合

Supplier energy 
alignment

量的整合
Volume alignment

原単位
Intensity

サプライヤー整合
Supplier alignment

サプライヤー整合
Supplier alignment

サプライヤーエネルギー

整合
Supplier energy alignment

販売製品の使用および下流のリー
ス資産カテゴリ11、13
Use of Sold Products & Downstream 
Leased Asse tsCat. 11, 13

化石燃料関連
Fossil fuel-related

電化製品
Electrified products 

収益段階的廃止
Revenue phase out

販売の整合計画
Sales alignment 

plan

エネルギー効率

Energy efficiency     

顧客電力整合
Customer electricity

alignment  

製品廃棄
カテゴリ12
End-of-life
Cat. 12

加工およびフラン
チャイズ

カテゴリ10,14
Pro cessin g & Fran chises
Cat. 10 , 14

顧客整合
Customer alignment

顧客電力整合
Customer energy 

alignment

企業は、コミュニケーションのために目標を集約可能（例：量的整合率、Tier 1サプライヤー支出整合率）
Companies may optionally aggregate targets for communication purposes e.g., the total percentage aligned volume, spend on aligned tier 1 suppliers, etc.

顧客整合
Customer alignment

優先排出源
Priority Sources

排出源 Emissions Sources

カテゴリ
Categories



EACsの十全性(インテグリティ）原則

◼環境属性証明(EACs, Energy Attribute Certificates)
⚫炭素クレジット：炭素排出を削減、回避、除去したことを証明（除去以外はプロジェクト

/介入法)

⚫エネルギー・商品証書：電力、燃料、商品の環境性能を伝達する（インベントリ法）
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ANNEX E



商品証書によってスコープ1,2,3の達成とするには

◼正確性(Accuracy)

◼他に発行していない(Exclusive issuance)

⚫ キャップアンドトレード制度対象の場合セットアサイドプログラムがない場合はクレームできない

◼検証可能(Verifiability)

◼追跡可能なCoC(チェーン・オブ・カストディ)

⚫ 物理的制約に基づいた信頼性の高いCoCモデルが必要

⚫ 製品横断的に平均をとるような属性（カーボンバンクモデルなど）はNG

⚫ 電力：静的・動的データ両方について、発電設備まで追跡可能であること

⚫ どの粒度まで追跡すべきか（コンサルテーション）

◼属性のインテグリティ(Attribution integrity)

⚫ 証書は、関連する産出全てについて、排出量を完全に、かつ代表的に割り当てたものである必要

◼有効期限(Expiry)

⚫ 証書の有効期限がある必要。

取引時のハイレベルな原則

◼透明性と検証可能性（証書の発生と取引は公開、セキュアなレジストリ）

◼二重主張（レジストリによって共同主張の際の透明性が確保できる）
14

ANNEX E



どこに何が使えるのか？

◼ネットゼロ年以降の中立化

⚫除去クレジット(決められた比率以上を永続的除去にする案）

◼スコープ2
⚫低炭素電力調達目標：電力証書（ただし、バウンダリ制約、運転開始年制約あり。化石燃
料火力オンサイトPPAへの証書利用は不可）

◼スコープ3
⚫整合目標：エネルギー・商品証書（サプライ・シェッドなど広い範囲を許す）

◼継続的排出

⚫カーボンクレジット（バリューチェーン外の削減、自然由来の除去、技術的除去）

15

要確認



どんなビジネスケースがあり得るのか？

◼十全性原則を満たした商品・エネルギー証書の調達が活性化

⚫ただし、サプライシェッドなど広い範囲ではあるが物理的関連があることが条件

◼SBT目的では一次データを用いたスコープ３算定を急がなくとも良い

⚫ SSBJ開示などには必要となるが、そこでは総量の削減はマストではない

◼カーボンクレジットの需要が増加

⚫ JCMについてはco-claimingとして、企業が購入した（出資した）ものをNDCに反映は可

◼5年で削減のための投資が間に合わなくともSBTの設定が可能

⚫ Hard to abateセクターもSBT参加が可能
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コンサルテーションに
参加しましょう！！
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